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ゴルフ場運営事業の譲渡および特別損失の発生に関するお知らせ 
 

当社は、平成26年９月17日開催の取締役会において、下記のとおり当社のゴルフ場運営事業を、株式会社マックアース

へ譲渡することを決議し、本事業譲渡に伴い特別損失を計上することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．事業譲渡の理由 

当社は、平成12年４月より兵庫県美方郡新温泉町においてパブリックゴルフ場「湯村カンツリークラブ」を運営し

ておりますが、ゴルフ業界を取り巻く環境は、競技人口の減少や価格競争の激化等により年々厳しさを増しておりま

す。このような環境のなか、当社は事業の選択と集中により必要な経営資源を集約することが企業価値の向上につな

がると判断し、本事業譲渡を決定いたしました。 

 

２．事業譲渡の概要 

（１）事業譲渡の内容 

パブリックゴルフ場「湯村カンツリークラブ」運営事業の譲渡を対象としており、本事業に属する固定資産

が含まれております。 

 

（２）譲渡事業の経営成績（平成25年12月期） 

 ゴルフ場運営事業(a) 平成25年12期連結実績(b) 比率(a/b) 

売 上 高 59百万円 29,577百万円 0.2％ 

営 業 利 益 △18百万円 1,227百万円 －％ 

 

（３）譲渡事業の資産、負債の項目および金額（平成26年８月31日現在） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流 動 資 産 －百万円 流 動 負 債 －百万円 

固 定 資 産 179百万円 固 定 負 債 －百万円 

合  計 179百万円 合  計 －百万円 

（注）上記の資産、負債の項目および金額に関しましては、直近で把握できる見込み数値を記載しております。 

 

（４）譲渡価額および決済方法 

譲渡価額： 48百万円 

決済方法： 現金決済 

 



３．事業譲渡先の概要 

（１） 名 称 株式会社マックアース 

（２） 所 在 地 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 一ノ本 達己 

（４） 事 業 内 容 スノーリゾート事業、旅館業、野外教育事業、旅行業 

（５） 資 本 金 110百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成20年１月７日 

（７） 純 資 産 284百万円 

（８） 総 資 産 2,757百万円 

（９） 大株主及び持株比率 マックアースホールディングス株式会社 88.5％ 

（10） 
上場会社と当該会社の

関係 

資 本 関 係 該当事項はありません 

人 的 関 係 該当事項はありません 

取 引 関 係 該当事項はありません 

関連当事者への 

該 当 状 況 
該当事項はありません 

 

４．日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 平成26年９月17日 

（２） 契 約 締 結 日 平成26年９月22日 

（３） 事 業 譲 渡 期 日 平成26年10月１日（予定） 

（注）本事業譲渡は、会社法467条第１項第２号の規定に基づき、当社株主総会の決議を要しない簡易手続と

なります。 

 

５．会計処理の概要 

本事業譲渡に伴い、平成26年12月期第３四半期において事業譲渡損約130百万円を特別損失に計上する予定であり

ます。 

 

６．今後の見通し 

本事業譲渡に伴う、平成26年12月期の当社連結及び個別業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、業

績予想の修正が必要と判断される場合には、別途お知らせいたします。 

 

 

以 上 


